
平成３０年９月２１日 

JA 北海道信連 

今回の台風２１号並びに胆振東部地震により被害に遭われた皆様に対しまして、心か

らお見舞い申し上げます。 

１．道内ＪＡバンクの店舗・ＡＴＭは、現在全ての店舗で通常営業を行っておりますが

今回の胆振東部地震により通帳等を紛失されたお客様に対しまして、本人確認等を

させていただいた上で、貯金の払出しにも対応させていただいております。 

お取引のあるＪＡ窓口でご相談をお願いいたします。 

２．胆振東部地震にかかる厚真町や安平町に対する義援金の受入口座にＪＡバンクの口

座が指定されております。 

各ＪＡからの振込手数料は無料にて受付けをさせていただいております。 

詳しくは、ＪＡバンク北海道のホームページなどでご確認をお願いいたします。 

３．台風２１号及び胆振東部地震により、全道各地で農作物やビニールハウスなどの農 

業施設被害の他、停電による影響で生乳や野菜廃棄も発生しています。 

ＪＡバンク北海道では、被害農業者に対する相談窓口を設置しており、被災された 

農業者が今後必要とする資金のお借入れや既往借入金のご返済等に関する相談を 

お受けしておりますので、最寄りのＪＡ又は信連にご相談ください。 

今後も、関係機関と連携を十分にとりながら金融支援対応に万全を期してまいりま 

す。 

台風２１号および胆振東部地震にかかる 

ＪＡバンク北海道の対応について 


